
 

 平成２８年度（平成２９年３月３１日現在）貸借対照表  
  （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目  金 額 

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 35,556 保 険 契 約 準 備 金 700,706

現 金 6 支 払 備 金 91,001

預 貯 金 35,550 責 任 準 備 金 609,704

有 価 証 券 620,704 そ の 他 負 債 56,164

国 債 138,506 共 同 保 険 借 75

社 債 92,688 再 保 険 借 8,127

株 式 55,100 外 国 再 保 険 借 2,925

外 国 証 券 303,726 未 払 法 人 税 等 2,346

そ の 他 の 証 券 30,682 預 り 金 1,238

貸 付 金 5,669 前 受 収 益 363

保 険 約 款 貸 付 2,519 未 払 金 26,636

一 般 貸 付 3,150 仮 受 金 5,471

有 形 固 定 資 産 33,437 金 融 派 生 商 品 6,447

土 地 15,871 リ ー ス 債 務 1,444

建 物 13,457 資 産 除 去 債 務 1,085

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,109 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 90

無 形 固 定 資 産 8,377 賞 与 引 当 金 773

ソ フ ト ウ ェ ア 1,199 特 別 法 上 の 準 備 金 368

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 7,177 価 格 変 動 準 備 金 368

そ の 他 資 産 58,600 再評価に係る繰延税金負債 1,080

未 収 保 険 料 24,819 負 債 の 部 合 計           759,182

代 理 店 貸 1,117 （ 純 資 産 の 部 ） 

共 同 保 険 貸 125 資 本 金 55,981

再 保 険 貸 8,795 資 本 剰 余 金 45,679

外 国 再 保 険 貸 1,158 資 本 準 備 金 45,679

未 収 金 1,113 利 益 剰 余 金 △54,395

未 収 収 益 2,563 利 益 準 備 金 10,301

預 託 金 3,029 そ の 他 利 益 剰 余 金 △64,697

地 震 保 険 預 託 金 3,214 （ 特 別 準 備 金 ） ( 17,650 )

仮 払 金 8,378 （ 配 当 引 当 準 備 金 ） ( 4,400 )

金 融 派 生 商 品 4,284 （ 特 別 危 険 準 備 金 ） ( 22,350 )

前 払 年 金 費 用 4,914 （ 圧 縮 積 立 金 ） ( 134 )

繰 延 税 金 資 産 57,604 （ 繰 越 利 益 剰 余 金 ） ( △109,232 )

貸 倒 引 当 金 △526 株 主 資 本 合 計           47,265

投 資 損 失 引 当 金 △29 その他有価証券評価差額金 27,404

 土 地 再 評 価 差 額 金 △9,544

 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 17,860

 純 資 産 の 部 合 計           65,125

資 産 の 部 合 計 824,308 負 債及 び純 資産 の部 合 計 824,308

 



 

注１．有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。 

（1）満期保有目的の債券の評価は、償却原価法により行っております。 

（2）子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法により行っております。 

（3）その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行っ

ております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平

均法に基づいております。 

（4）その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法 

に基づく原価法により行っております。 

２．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており

ます。 

（1）再評価の実施年月日     平成 14年３月 31日 

（2）同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年３月 31日公布政令第 119号）第２条第４号に定める

地価税法第 16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法のほか、

同条第５号に定める鑑定評価に基づいて算定しております。 

（3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は、△1,563百万円であります。また、賃貸等不

動産に該当する事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額は、△728百万円であります。 

４．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により行っております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐

用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、零としております。 

 ５．無形固定資産の減価償却は、定額法により行っております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として５年）に基づいて

償却しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、原則として外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っ

ております。 

７．貸倒引当金は資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生してい

る債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当て

ております。 

今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権

額に乗じた額を引き当てております。 

また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産査定規程に定める実施部署が資産査定を



 

実施し、当該部署から独立した部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の

引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及

び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、期末時点で残高はありません。 

８． 投資損失引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、有価証券等について将来発生

する可能性のある損失に備えるため、期末における損失見込額を計上しております。 

９． 退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。 

(1)退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。 

(2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）

による定額法により翌期から費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により費用処理す

ることとしております。   

10．役員退職慰労引当金は、取締役等の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当事業年度末に

おける要支給額を計上しております。 

11．賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。 

12．価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115条の規定に基づき計

上しております。 

13．外貨建債券に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取引及び通貨スワップ取引に

ついて時価ヘッジを適用しております。また、株式に係る価格変動リスクをヘッジする目的で実施す

る株式先渡取引について時価ヘッジを適用しております。 

なお、ヘッジの有効性については、原則としてヘッジ開始時点から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額を基礎にして判断してお

ります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

あることが明らかな場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

14．消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費

等の費用は税込方式によっております。 

なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、５年間で均等償却を行っております。  

15．金融商品の状況に関する事項 

  （1）金融商品に対する取組方針 

当社は、社会性、公共性の高い損害保険を中心とした事業を行っております。これらの保険契約

の性格を十分に把握し、将来の保険金や給付金支払いの備えとしての保険契約準備金に見合う金

融商品を選別して資産運用を行っております。 

金融商品を含めた資産運用への取組方針は、「資産運用基本規程」等を定めております。法令順

守、社会的責任、経営の安定といった理念に基づき行っております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当社が保有する金融商品は、主として株式、国内債券、外国債券、投資信託などの有価証券やデ

リバティブ及び貸付金等の金銭債権債務があります。 



 

金利、株価、為替といった市場の変動により、これらの金融商品の価値が減少し損失を被るとい

った「市場関連リスク」、また、それぞれの発行体や貸付先といった信用供与先の財務状況の悪

化などにより、元利金の支払いが遅延、回収不能となり損失を被るといった「信用リスク」があ

ります。なお、金融商品のリスクに対するヘッジを主な目的として、金利や株価指数、為替に対

する先物取引、先渡取引、オプション取引等のデリバティブ取引を行うことがあります。 

また、市場の混乱等により保有する金融商品が市場で取引できなかったり、適正な価格で取引で

きなかったりするといった「流動性リスク」があります。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

金融商品を含む資産の運用リスクに対しては、リスク管理基本方針やリスク管理体制、具体的な

管理手法について、資産運用リスク管理方針等に定め、経営の健全性維持、安定的な資産運用収

益の確保を図ることとしております。 

リスク管理体制については、資産運用担当部門（フロント部門）、事務管理部門（バック部門）、

リスク管理部門（ミドル部門）をそれぞれ独立させ、牽制機能が働く体制としております。資産

運用リスクの状況について、経営層を含む ERM委員会にて毎月協議を行い、迅速に対応できる体

制としております。更に、経営会議、取締役会では、定期的なモニタリングを通じて、リスク管

理体制面も含めたリスク管理態勢の整備に努めております。 

リスク管理手法については、定性的管理と定量的管理からアプローチを行っております。定性的

管理は、資産運用リスクに対する運用ルールなどを含む諸規程を定め、その遵守状況を検証する

などを行っております。一方、定量的管理は、保有する金融商品に対して、統一的な尺度〔信頼

区間 99.5%、保有期間 1年〕によって、リスク特性毎の相関を考慮した統合化計算により、バリ

ュー・アット・リスク（以下、「ＶaＲ」）を計測しております。このＶaＲに対して、許容出来

るリスク量としてのリスクリミットやアラームポイントを定め、その遵守状況を管理するなどを

行っております。 

①市場関連リスクの管理 

(ⅰ)金利リスクの管理 

金利リスクについては、国内金利や外国金利の市場金利の変化によって、価値が変動する国

内債券や外国債券等の金融商品、及び将来の保険金支払いのための準備金として積み立てて

いる保険負債等に対して、経済指標や市場の変動率(ボラティリティ）等をベースとした経

済シナリオシミュレーションにより、ＶaＲを計測しております。 

なお、これらのリスクに対しては、積立保険の状況も含め、資産負債の統合的管理を目的に

ＡＬＭ（アセット・ライアビリティ・マネジメント）として管理を行う体制も構築しており

ます。 

(ⅱ)価格変動リスクの管理 

価格変動リスクについては、国内外の経済情勢等によって、価値が変動する株式や投資信託

等の金融商品に対して、経済指標や市場の変動率（ボラティリティ）等をベースとした経済

シナリオシミュレーションにより、ＶaＲを計測しております。 

なお、非上場株式、投資信託など市場流動性の劣る金融商品への投資に対しては、リスク管

理部門による事前審査を行い、より慎重な投資スタンスとしております。 

(ⅲ)為替リスクの管理 

為替リスクについては、ドルやユーロなどの為替レートの変化によって、円ベースでの価値

が変動する外国債券や、外国投信等の金融商品に対して、経済指標や市場の変動率(ボラテ



 

ィリティ)等をベースとした経済シナリオシミュレーションにより、ＶaＲを計測しておりま

す。 

なお、為替予約、及び通貨オプション等のデリバティブ取引を活用して、ヘッジ会計の適用

を行う場合があります。 

②信用リスクの管理 

信用リスクについては、債券の発行体や貸付先に対して、当社の内部基準による信用格付毎の

倒産確率および経済指標や市場の変動率(ボラティリティ)等をベースとしたシナリオシミュレ

ーションにより、ＶaＲを計測しております。 

なお、主に貸付先に対する信用リスク低減への取組みとして、事前審査体制の強化や、保証や

担保の設定、信用情報管理、問題債権への対応強化などを行っております。 

③流動性リスクの管理 

流動性リスクについては、巨大災害等の発生に伴う支払い保険金の増加など、資金繰り管理の

側面と、保有する金融商品が経済情勢や市場環境の変化により、適正な価格で取引できないと

いった市場流動性管理の側面があります。 

資金繰り管理の面では、資金繰り管理部門が、日々、及び中長期の資金繰りを実施し、リスク

管理部門による定期的な検証を実施することで牽制機能を確保しております。 

また、市場流動性管理の面では、換金性に優れた金融商品を一定比率保有することで資金繰り

破綻の回避を図っております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「デリバティブ取引

関係」注記における契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを

示すものではありません。 



 

16．金融商品の時価等に関する事項 

平成29年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません 

（（注２）参照）。  

 

   

貸借対照表 時価 差額 

計上額 （百万円） （百万円） 

（百万円）     

(1)現金及び預貯金 35,556 35,556 － 

(2)有価証券       

①満期保有目的の債券 77,127 84,178 7,050 

②その他有価証券 508,623 508,623  － 

(3)貸付金 5,669     

   貸倒引当金（*1） △166     

  5,503 5,529 25 

資産計 626,811 633,888 7,076 

デリバティブ取引（*2）       

 ①ヘッジ会計が適用されていないもの △1,336 △1,336  － 

 ②ヘッジ会計が適用されているもの  △826 △826  － 

デリバティブ取引計  △2,163  △2,163  － 

（*1）貸付金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（*2）その他資産及びその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1）現金及び預貯金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(2）有価証券 

株式の時価は取引所の価格によっております。債券の時価は日本証券業協会の公表する

公社債店頭売買参考統計値表に表示される価格又は情報ベンダーから提示された価格、

もしくは取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託の時価

は取引所の価格又は公表されている基準価格、もしくは取引金融機関等から提示された

価格によっております。 

(3）貸付金  

貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信

用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当

該帳簿価額によっております。一方、固定金利によるものは、貸付金の種類及び内部格

付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸

念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は、担保

及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日

における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価

額をもって時価としております。なお、貸付金のうち貸付額を担保資産の範囲内に限定

しているものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似



 

しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

デリバティブ取引 

為替予約取引の時価の算定には、先物為替相場を使用しております。通貨スワップ取引の

時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引

いて算定しております。また、株式先渡取引の時価は、取引先金融機関等から提示された

価格等に基づき算定しております。  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「資

産(2)②その他有価証券」には含めておりません。 

区分 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

①非上場株式（*1）  19,185 

②組合出資金（*2）  674 

③投資信託（*3） 15,092  

合計 34,952 

 (*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから時価開示の対象とはしておりません。  

(*2)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困

難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはし

ておりません。  

(*3)投資信託のうち、主に非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認め

られるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりま

せん。 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

   
１年以内 

(百万円) 

１年超 

５年以内 

(百万円) 

５年超 

10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

預貯金 35,550 － － － 

有価証券     

 満期保有目的の債券 

  国債 

 

3,400 

 

22,500 

 

21,400 

 

25,900 

 その他有価証券のうち満期があるもの     

  国債 

  社債 

  外国証券 

1,800 

37,017 

34,318 

19,200 

24,160 

131,087 

21,900 

－ 

98,613 

11,500 

29,680 

18,233 

貸付金（*1） 1,203 1,868 70 7 

合計 113,289 198,817 141,983 85,322 

（*1）貸付金のうち、期間の定めのないもの 2,519百万円は含めておりません。 



 

17．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

（1）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では、全国主要都市を中心に賃貸オフィスビル、賃貸住宅等を所有しております。 

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項 

用途 

貸借対照表 

計上額 

(百万円） 

時価 

（百万円） 

オフィスビル 14,350 14,940 

住宅 等 1,138 693 

合 計 15,489 15,633 

（注１）貸借対照表計上額及び時価は、当社の使用部分を控除した金額であります。なお、当

該控除金額は使用面積により按分して算出しております。 

（注２）貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

であります。 

（注３）当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定

評価書に基づく金額、その他の物件については路線価評価額等に基づく金額でありま

す。  

18. 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権はありません。

なお、それぞれの定義は以下のとおりであります。 

破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40

年政令第 97号）第 96条第１項第３号イからホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事

由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している

貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

19．有形固定資産の減価償却累計額は 56,045百万円、圧縮記帳額は 5,232百万円であります。 

20．その他の無形固定資産のうち主なものはソフトウェア仮勘定 6,907百万円及び電話加入権 250百万円

であります。 

21．関係会社に対する金銭債権総額は 233百万円、金銭債務総額は 482百万円であります。  

22．繰延税金資産の総額は81,014百万円、繰延税金負債の総額は10,225百万円であります。また、繰

延税金資産から評価性引当額として控除した額は13,184百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金44,952百万円、繰越欠損金15,369百万

円及び有価証券評価損8,599百万円等であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券評価差額金 9,737百万円等であります。 

（追加情報） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28年３月 28

日）を当事業年度から適用しております。 



 

23．関係会社の株式の総額は 16,914百万円であります。 

24．担保に供している資産は有価証券 5,024百万円であります。 

25．支払備金の内訳は次のとおりであります。 

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 85,193百万円 

同上にかかる出再支払備金 3,353百万円 

 差引（イ） 81,840百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ） 9,161百万円 

  計（イ＋ロ） 91,001百万円 

26．責任準備金の内訳は次のとおりであります。 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 302,373百万円 

同上にかかる出再責任準備金 19,758百万円 

 差引（イ） 282,614百万円 

その他の責任準備金（ロ） 327,089百万円 

  計（イ＋ロ） 609,704百万円 

なお、当事業年度において、保険業法施行規則第 70条第３項の規定に基づき、積立保険の払戻積立

金に係る追加責任準備金 34,068百万円を計上しております。この結果、追加積立を行わなかった場

合に比べ、責任準備金戻入額が 34,068百万円減少し、経常損失及び税引前当期純損失が 34,068百万

円増加しております。 

27．１株当たり純資産額は 538円 22銭であります。 

28．事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象は生じておりません。 

29．退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

（1）採用している退職給付制度の概要 

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採

用しております。確定給付企業年金制度（すべて積立型制度）では、給与と勤務期間に基づいた一

時金又は年金を支給しております。一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されて

おります。退職一時金制度（非積立型制度であるが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度と

なっております。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 

（2）確定給付制度 

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 15,795百万円 

勤務費用  766百万円 

利息費用  157百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 698百万円 

退職給付の支払額   △ 1,433百万円 

期末における退職給付債務 15,984百万円 

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産  17,283百万円 

期待運用収益  281百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 758百万円 

事業主からの拠出額  899百万円 

退職給付の支払額  △ 900百万円 

期末における年金資産  18,322百万円 

③ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務 15,984百万円 

年金資産  △ 18,322百万円 

未積立退職給付債務  △2,338百万円 

未認識数理計算上の差異 △39百万円 

未認識過去勤務費用  △2,537百万円 



 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 4,914百万円 

退職給付引当金  －百万円 

前払年金費用  △ 4,914百万円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 4,914百万円 

④ 年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

債券  25.1% 

株式  51.0% 

現金及び預金  15.6% 

その他  8.4% 

合 計  100.0% 

年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が 38.8％含まれております。 

⑤ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産

を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

⑥ 数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。） 

割引率  1.0％ 

長期期待運用収益率  2.25％ 

 

30. 当社連結子会社である AIG富士生命保険株式会社の全株式について、平成 28年 11月 15日付で FWD

グループとの間で全株式の譲渡について合意し、平成 29年４月 30日に株式売却を実行いたしまし

た。 

（1）株式売却の理由 

AIGグループは一定の事業規模及び高い専門性を有する地域・事業領域への集中化を図ってお

り、その戦略の一環として日本における経営資源を損害保険市場に集中するため、本件株式売

却の判断に至りました。 

（2）売却する相手会社の名称 

FWDグループ 

（3）売却の時期 

平成 29年４月 30日 

（4）当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容 

名称：AIG富士生命保険株式会社 

事業内容：生命保険業 

当社との取引内容：損害保険業務に係る業務の代理および事務代行の受託、生命保険業務に係

る業務の代理及び事務代行の委託 

（5）売却株式数、売却価額、売却損益及び売却後の持分 

売却する株式の数：850,000株 

売却価額：売却日時点の純資産及びその他の数値により決定されます。 

売却損益：最終譲渡価額と当期末簿価 16,914百万円の差額を翌事業年度に計上予定 

売却後の持分：―％ 

 

31．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 



 

                平成２８年４月  １日から 

       平成２８年度                  損益計算書 

                 平成２９年３月３１日まで 

 （単位：百万円） 

科         目 金    額 

経 常 収 益 261,245 

保 険 引 受 収 益 252,158 

正 味 収 入 保 険 料 233,655 

収 入 積 立 保 険 料 1,094 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 6,181 

支 払 備 金 戻 入 額 1,688 

責 任 準 備 金 戻 入 額 9,494 

そ の 他 保 険 引 受 収 益 43 

資 産 運 用 収 益 6,993 

利 息 及 び 配 当 金 収 入 10,992 

有 価 証 券 売 却 益 1,928 

有 価 証 券 償 還 益 201 

為 替 差 益 51 

そ の 他 運 用 収 益 0 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 △6,181 

そ の 他 経 常 収 益 2,092 

経 常 費 用 279,659 

保 険 引 受 費 用 215,306 

正 味 支 払 保 険 金 134,983 

損 害 調 査 費 15,075 

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 39,426 

満 期 返 戻 金 25,615 

契 約 者 配 当 金 0 

為 替 差 損 5 

そ の 他 保 険 引 受 費 用 200 

資 産 運 用 費 用 4,620  

有 価 証 券 売 却 損 1,685 

有 価 証 券 評 価 損 34 

有 価 証 券 償 還 損 88 

金 融 派 生 商 品 費 用 2,711 

そ の 他 運 用 費 用 100 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 58,808 

そ の 他 経 常 費 用 922 

支 払 利 息 64 

貸 倒 損 失 0 

そ の 他 の 経 常 費 用 857 

経  常  損  失 （ △ ） △18,414 

特 別 利 益 1,816 

固 定 資 産 処 分 益 16 

特 別 法 上 の 準 備 金 戻 入 額 1,799 

( 価 格 変 動 準 備 金 戻 入 額 ） 1,799 

特 別 損 失 27,498 

固 定 資 産 処 分 損 75 

減 損 損 失 1,028 

子 会 社 株 式 評 価 損 25,596 

子 会 社 株 式 売 却 関 連 費 用 452 

早 期 退 職 関 連 費 用 344 

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △44,096 

法 人 税 及 び 住 民 税 2,231 

法 人 税 等 調 整 額 △17,854 

法 人 税 等 合 計 △15,623 

当  期  純  損  失 （ △ ） △28,473 



 

注１. 関係会社との取引による収益総額は 1,846百万円、費用総額は 9,040百万円であります。 

２．（1）正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。 

収 入 保 険 料 302,833百万円 

支 払 再 保 険 料 69,178百万円 

  差 引           233,655百万円 

     （2）正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。 

支 払 保 険 金 179,273百万円 

回 収 再 保 険 金 44,289百万円 

差 引           134,983百万円 

  （3）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。 

支 払 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 54,753百万円 

出 再 保 険 手 数 料 15,327百万円 

差 引           39,426百万円 

  （4）支払備金繰入額（△は戻入額）の内訳は次のとおりであります。 

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） △178百万円 

同上にかかる出再支払備金繰入額 835百万円 

 差引（イ） △1,014百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる 

支払備金繰入額（ロ） 
△673百万円 

  計（イ＋ロ） △1,688百万円 

   （5）責任準備金繰入額（△は戻入額）の内訳は次のとおりであります。 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △813百万円 

同上にかかる出再責任準備金繰入額 17,457百万円 

 差引（イ） △18,270百万円 

その他の責任準備金繰入額（ロ） 8,776百万円 

  計（イ＋ロ） △9,494百万円 

  （6）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。 

預 貯 金 利 息 9百万円 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 9,025百万円 

貸 付 金 利 息 160百万円 

不 動 産 賃 貸 料 1,767百万円 

そ の 他 利 息 ・ 配 当 金 29百万円 

計 10,992百万円 

 

３. 金融派生商品費用中の評価損益は 2,163百万円の益であります。 

４. 1株当たりの当期純損失金額は 235円 31銭であります。 

５. 損害調査費、営業費及び一般管理費として計上した退職給付費用は 1,782百万円であり、その内訳は

次のとおりであります。また、その他は確定拠出年金への掛金支払額であります。 

勤 務 費 用 766百万円 

利 息 費 用 157百万円 

期 待 運 用 収 益 △281百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 589百万円 

過去勤務費用の当期の費用処理額 290百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用 1,523百万円 

そ の 他 259百万円 

計 1,782百万円 

 

６. 当期における法定実効税率は 28.15％、税効果適用後の法人税等の負担率は 35.43％であり、この差



 

異の主要な内訳は評価性引当額の減少による△7.38％及び法人住民税均等割による 0.39％等であり

ます。 

７. 関連当事者との取引については以下のとおりであります。 

（1）親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

（2）関連会社等 

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社
AIG富士生
命保険株式

会社

（直接）

100％

経営管理とそ
れに付帯する

業務、及び
役員の兼任

種類
会社等の

名称

議決権等の所
有(被所有)の

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

増資の引受 17,500 － －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）増資の引受は、AIG富士生命保険株式会社の行った株主割当増資を額面で引き受けたも

のであります。 

（3）兄弟会社等 

出再取引

保険料

保険金

手数料

科目
期末残高

(百万円)

親会社の

子会社

ナショナル

ユニオン
なし 再保険取引先

30,429

種類
会社等の

名称

議決権等の所
有(被所有)の

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)

外国再保険貸 49

2,974 外国再保険借 2,687

11,959  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）出再取引は、市場実勢を勘案して双方が希望条件を提示し、取引条件交渉の上で決定し

ております。 

（4）役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

８. 減損損失について次のとおり計上しております。 

用途 種類 資産 
減損損失（単位：百万円） 

 内訳 

売却予定不動産

及び遊休不動産 

土地 

建物 

その他 

茨木ビル、津ビル

など 7物件 
62 

土地 30 

建物 17 

その他 15 

賃貸不動産 
土地 

建物 

甲府ビル、宇都宮

ビルなど 5物件 
965 

土地 408 

建物 556 

当社は、保険事業の用に供している不動産等については一つの資産グルーピングとし、賃貸不動産、

遊休不動産及び売却予定不動産等については個別の物件ごとにグルーピングしております。 

売却予定や遊休となったこと等により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（1,028百万円）として特別損失に計上しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額としております。正味売却価額は不動産鑑定士によ

る鑑定評価額等を基に算出しております。 

 

９. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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